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毎月第4日曜（今月は1月22日）は9：00～17：30まで区役所を開庁しています。また、毎週金曜は19：00まで開庁時間を延長しています。お取り扱いできない業務
もありますので、詳しくはお問い合わせください。　【問合せ】企画総務課（庶務）　 6774－9625

市
営
交
通
機
関
乗
車
証・
タ
ク

シ
ー
給
付
券
を
ご
利
用
の
方
は

更
新
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す

　
有
効
期
間
が
平
成
２９
年
３
月
３１
日
㈮

ま
で
の
市
営
交
通
機
関
乗
車
証
ま
た
は

タ
ク
シ
ー
給
付
券
を
お
持
ち
の
方
で
、

４
月
以
降
も
引
き
続
き
利
用
さ
れ
る
方

は
、更
新
交
付
申
請
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。

　
１
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

の
で
、同
封
の
封
筒
で
２
月
１３
日
㈪
ま

で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

保
健
福
祉
課（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

　

６
７
７
４・９
８
５
７

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
方
へ

　
世
帯
内
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

加
入
者
全
員
が
１
年
間
（
平
成
２７
年
８

月
１
日
～
平
成
２８
年
７
月
３１
日
ま
で
）

に
支
払
っ
た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

自
己
負
担
額
の
合
計
が
、自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
る
被
保
険
者
は
、申
請
に

よ
り
超
え
た
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
、１
月
下
旬
に
大
阪
府

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
よ
り
申
請

勧
奨
通
知
を
発
送
し
ま
す
。

　

書
類
が
届
い
た
方
は
、必
要
事
項
を

記
入
、捺
印
の
う
え
、同
封
の
封
筒
で
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

�

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

給
付
課

　

４
７
９
0・2
0
3
1

　
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
保
険
年
金
）

　

６
７
７
４・９
９
５
６

４
月
か
ら
小・中
学
校
へ
入
学
す
る

お
子
さ
ん
が
い
る
方
へ

就
学
通
知
書
を
送
付
し
ま
し
た

　
１
月
６
日
㈮
ま
で
に
就
学
通
知
書
が

届
か
な
い
場
合
は
、お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◦
国
立・私
立
の
学
校
へ
入
学
す
る
場
合

　

�　
各
学
校
が
発
行
す
る
「
入
学
許
可

証
」と「
就
学
通
知
書（
お
手
元
に
届

か
な
か
っ
た
場
合
は
不
要
）」を
区
役

所
１
階
２
番
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

◦�

市
立
咲
く
や
こ
の
花
中
学
校
へ
入
学

す
る
場
合

　

�　
学
校
か
ら
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ

さ
い
。

不
適
正
な
就
学
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん

　
居
住
実
態
の
な
い
住
所
地
に
住
民
登

録
を
し
、通
学
区
域
以
外
の
居
住
地
か

ら
、そ
の
学
校
へ
通
学
す
る
の
は
不
適

正
な
就
学
で
す
。住
民
登
録
を
正
し
く

行
い
、適
正
な
就
学
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

不
適
正
な
就
学
と
わ
か
れ
ば
、入
学

し
た
後
で
も
適
正
な
学
校
へ
転
校
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
住
民
登
録
）

　

６
７
７
４・９
９
６
3

住
民
票
の
写
し
な
ど
の

手
数
料
を
改
定
し
ま
す

　
住
民
票
の
写
し

な
ど
の
証
明
発
行

に
か
か
る
手
数
料

を
、平
成
２９
年
４

月
１
日
か
ら
改
定

し
ま
す
。改
定
後

は
、コ
ン
ビ
ニ
で

の
交
付
手
数
料
が

窓
口
交
付
の
手
数

料
よ
り
安
く
な
り

ま
す
。

　
コ
ン
ビ
ニ
交
付

の
利
用
に
は
、個

人
番
号
カ
ー
ド
等

が
必
要
で
す
。

［
住
民
票
の
写
し
な
ど
に
つ
い
て
］

　

�

市
民
局�

総
務
部
総
務
課
住
民
情
報

グ
ル
ー
プ

　

６
2
0
８・７
3
3
７　

　
［
税
証
明
書
に
つ
い
て
］

　

�

財
政
局�

税
務
部
管
理
課
管
理
グ

ル
ー
プ

　

６
2
0
８・７
７
７
3

　
［
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
に
つ
い
て
］

　
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
住
民
登
録
）

　

0
５
７
0・０
６・3
0
６
６

介
護
保
険
料
の
コ
ン
ビ
ニ
納
付

を
開
始
し
ま
す

　
平
成
２９
年
１
月
以
降
に
発
行
さ
れ
る

「
コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド
」が
印

刷
さ
れ
た
納
付
書
に
よ
り
、介
護
保
険

料
を
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

※�

平
成
２８
年
１２
月
ま
で
に
発
行
さ
れ
た

納
付
書
は
、コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き

ま
せ
ん
。

保
健
福
祉
課（
介
護
保
険
）

　

６
７
７
４・９
８
５
９

【主な証明書の改定後の料金】
証明書名 窓口交付 コンビニ交付
住民票の写し

３００円 ２００円印鑑登録証明書
課税(所得)証明書

お 知 ら せ

お
知
ら
せ

堂
ケ
芝
２‐１１‐２５

６
７
７
2・1
2
８
1

税
理
士
に
よ
る
所
得
税
、消
費
税（
譲

渡
所
得
除
く
）の
相
談
会
場
を
開
設

し
ま
す

日
時
／�
２
月
２
日
㈭
～
１５
日
㈬

　
　
　

�
９
時
３０
分
～
１５
時（
土・日
曜

日
、祝
日
除
く
）

　
※�

会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
、早

め
に
受
付
終
了
の
場
合
あ
り
。

場
所
／�

大
阪
合
同
庁
舎
第
２
号
館
別

館（
中
央
区
大
手
前
４‐１‐

６７
）

注
意
／�

天
王
寺
税
務
署
に
は
所
得
税

天
王
寺
税
務
署

浪
速
区
湊
町
１‐４‐１�

Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｔ
５
階

４
3
９
７・2
９
４
８（
代
表
）

４
3
９
７・2
９
0
５

固
定
資
産
税
の
申
告
書
等
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

該
当
す
る
資
産
を
お
持
ち
の
方

は
、申
告
書
等
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

申告書等名称 資産 提出期限 提出先

償却資産申告書 事業用機械・器具等の償却資産

１月３１日㈫

船場法人市税事務所
固定資産税グループ
４７０５－２９４１

住宅用地の申告書または
住宅用地の異動申告書

平成２８年中に住宅の新築、増改築、
取り壊しや用途変更があった土地

なんば市税事務所
固定資産税グループ
４３９７－２９５７（土地）
４３９７－２９５８（家屋）

現所有者に関する申告書 １月１日までに死亡した方が所有者とし
て登記（登録）されている土地や家屋

非課税適用（取消）申
告書

公共のために利用されている一定の
私道など非課税に該当する固定資産

非課税適用（取消）の事実
発生の日から１０日以内

土地分割評価届出書 利用状況により２つ以上に明確に
区分できる１筆の土地 随時

個
人
市・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）第
４

期
分
の
納
期
限
は
１
月
３１
日
㈫
で
す

�

市
民
税
等
グ
ル
ー
プ
（
個
人
市
民

税
担
当
）

　

４
3
９
７・2
９
５
3

な
ん
ば
市
税
事
務
所

ナ
イ
タ
ー
法
律
相
談

日
時
／�

１
月
１６
日
㈪�

１８
時
～
２１
時

（
受
付
は
２０
時
ま
で
）

場
所
／
区
民
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
生
玉
寺
町
７‐５７
）

対
象
／
市
内
在
住
の
方

定
員
／�
４０
組
（
受
付
開
始
時
の
来
場

者
で
相
談
順
を
抽
選
し
、以

降
先
着
順
。定
員
超
過
時
は
、

抽
選
で
相
談
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
）

相
談
時
間
／
１
組
３０
分
以
内

日
曜
法
律
相
談

日
時
／
１
月
２２
日
㈰�

　
　
　
９
時
３０
分
～
１３
時
３０
分

場
所
／�

中
央
区
役
所
（
中
央
区
久
太

郎
町
１‐２‐２７
）

対
象
／
市
内
在
住
の
方

定
員
／
１６
組（
申
込
先
着
順
）

相
談
時
間
／
１
組
３０
分
以
内

予
約
受
付
日
時
／

　
１
月
１９
日
㈭
、２０
日
㈮

　
９
時
３０
分
～
１２
時

予
約
専
用
電
話
／

　

６
2
0
８・８
８
0
５

今
月
の
各
種
無
料
相
談
会

�

大
阪
市
総
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

「
な
に
わ
コ
ー
ル
」

　

４
3
0
1・７
2
８
５

　
年
中
無
休
、８
時
～
２１
時

区
役
所
で
行
う
無
料
相
談

対
象
／
市
内
在
住
の
方

相
談
時
間
／
１
組
３０
分
以
内

実施日 時間 場所

弁護士による
法律相談

４日㈬、１０日㈫、
１６日㈪、２３日㈪

１３：００
� ～１７：００

６階
６１番窓口

行政書士相談 ２５日㈬ １３：００
� ～１６：００
※受付は
�１５：３０まで

１階
エレベーター
ホール前

司法書士相談 ２４日㈫
税理士相談 １８日㈬
不動産相談 １１日㈬
…要予約（当日９時から電話または来庁）※相談時間の指定はできません。

事
業
戦
略
室（
広
聴
広
報
）

　

６
７
７
４・９
６
８
3

等
の
確
定
申
告
会
場
を
開
設

い
た
し
ま
せ
ん
。

�

�

�

�


